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提出時の注意点

• 提出する際は、事業所の担当者に確認を受けてからご提出ください。

• 掲載している書類以外に組合にて追加書類のご提出を依頼させていただく場合があります。

◎掲載しているケースに当てはまらない場合、また、ご不明な点等がございましたら、

次の電話番号にお問い合わせください。

お問合せ時間：平日9：00～17：00

健康保険証の記号が３ケタまでの事業所

印刷製本包装機械健康保険組合 業務課 ℡：03-3634-0048

〒135-8318 東京都江東区毛利2-6-5

健康保険証の記号が5000番台の事業所

印刷製本包装機械健康保険組合 京都事務所 ℡：075-255-5150

〒604-8152 京都府京都市中京区手洗水町651-1 第14⾧谷ビル9階



• 被保険者が入社した時（配偶者：P.1、子：P.２、父母：P.3）

• 子どもが生まれた時（子：Ｐ.4）

• 家族が仕事を辞めて扶養申請する時（配偶者：P.5、子：P6、父母：Ｐ.7）

• 雇用保険の失業給付を受給終了後に申請する時（配偶者：Ｐ.8）

• 結婚した時（配偶者：Ｐ.9）

• 配偶者等の保険から切り替える時（子：Ｐ.10）

• 扶養認定書類の入手方法について：Ｐ.11



加入時【 配偶者 】
◎下記以外に追加で書類の提出をしていただく場合があります。
◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。 P.1

いずれか１つ

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③被保険者の世帯全員の住民票 続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

④所得証明・課税（非課税）証明書
申請時に取得できる最新年度のもの

お住まいの市区町村※配偶者が退職または失業給付受給終了から間もない場合、提出が不要となることもありますので、
該当の方がいらっしゃるときは組合までご連絡ください。

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。
●パート・アルバイト等の収入がある方

パート就業証明書（勤務先で証明印を受けたもの）または 労働契約書写し ＋ 給与明細直近3ヵ月分写し 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-24

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、個人年金等

●雇用保険の失業給付受給者の方 ※基本手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

雇用保険受給資格者証の全面写し

●傷病手当金受給者の方 ※手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

傷病手当金支給決定通知書の写し

●給与以外の収入がある方（営業、不動産、配当・雑所得(年金以外)等）

確定申告書の写し（収支内訳書または損益計算書を含む）（直近のもの）

※自営業者の方は原則、国民健康保険にご加入ください。

※自営業者の方は当組合ホームページ→「解説」→「被扶養者認定に関するQ＆A」→「自営業者の被扶養者認定について」を

ご確認ください。

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ（+Ⓑ）＋Ⓒ

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本 ※Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月） もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ

●配偶者が海外にお住まいの方 ⒹⒺⒻのいずれか１つ

Ⓓ査証（ビザ）

Ⓔ被保険者の家族帯同の海外赴任証明（本人に帯同する場合） 被保険者の勤務先

Ⓕ※学生の場合 : 学生証 または 在学証明書の写し



◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。加入時【 子 】
◎下記以外に追加で書類の提出をしていただく場合があります。 P.2

いずれか１つ

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を次の書類を添付してご提出ください。
●パート・アルバイト等の収入がある方

パート就業証明書（勤務先で証明印を受けたもの）または 労働契約書写し ＋ 給与明細直近3ヵ月分写し 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-24

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 障害年金、遺族年金、個人年金等

●雇用保険の失業給付受給者の方 ※基本手当日額が3,612円以上（障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

雇用保険受給資格者証の全面写し

●傷病手当金受給者の方 ※手当日額が3,612円以上（障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

傷病手当金支給決定通知書の写し

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ（+Ⓑ）(＋Ⓒ）

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本 ※Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月）もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※通学による別居の場合は添付不要です。

●子が海外にお住まいの方 ⒹⒺⒻのいずれか１つ

Ⓓ査証（ビザ）

Ⓔ被保険者の家族帯同の海外赴任証明（本人に帯同する場合） 被保険者の勤務先

Ⓕ※学生の場合 : 学生証 または 在学証明書の写し

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 子の続柄は『⾧男、⾧女』など具体的に記入してください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 16歳以上で学生・生徒（夜間を除く）ではない方は全員
※学生・生徒であっても、一度就職等社会人経験のある方は必要です。

当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③被保険者の世帯全員の住民票 19歳以上は全員（19歳未満でも配偶者がいない場合は必要です。）
続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

④所得証明・課税（非課税）証明書 19歳以上は全員（申請時に取得できる最新年度のもの） お住まいの市区町村

⑤学生証 または 在学証明書の写し 高校生以上の学生・生徒は全員（有効期限内のもの）

⑥配偶者の源泉徴収票の写し等※ 原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。
※配偶者も当組合の被扶養者となる場合は不要です。
※配偶者がいない場合、③被保険者の世帯全員の住民票をご提出ください。

※自営業者は確定申告書の写し
＋収支内訳書または損益計算書



加入時【 父母 】
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。
◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。 P.3

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 両親の認定希望の場合は、父、母それぞれ必要です。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③共同扶養者の源泉徴収票の写し等※ 原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。
※自営業者は確定申告書の写し ➡被保険者の兄弟、姉妹または同居している共働きの配偶者がいる場合、
（収支内訳書または損益計算書を含む） その方の収入が確認できる書類が必要です。

④被保険者の世帯全員の住民票 続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

⑤所得証明・課税（非課税）証明書
申請時に取得できる最新年度のもの

お住まいの市区町村※両親のうち、どちらか1人が後期高齢者で、１人だけ扶養認定を希望する場合
➡両親2人の所得証明書が必要です。

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。
●パート・アルバイト等の収入がある方

パート就業証明書（勤務先で証明印を受けたもの）または 労働契約書写し ＋ 給与明細直近3ヵ月分写し 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-24

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、個人年金等

●雇用保険の失業給付受給者の方 ※基本手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

雇用保険受給資格者証の全面写し

●傷病手当金受給者の方 ※手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

傷病手当金支給決定通知書の写し

●給与以外の収入がある方（営業、不動産、配当・雑所得(年金以外)等）

確定申告書の写し（収支内訳書または損益計算書を含む）（直近のもの）

※自営業者の方は原則、国民健康保険にご加入ください。

※自営業者の方は当組合ホームページ→「解説」→「被扶養者認定に関するQ＆A」→「自営業者の被扶養者認定について」
をご確認ください。

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ+Ⓑ（＋Ⓒ） ： 配偶者の両親は別居の場合、扶養対象外です。

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ被保険者の戸籍謄本（親子関係の確認のため） 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月） もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※ 世帯分離の場合は不要です。

●父母が海外にお住まいの方・・・国内居住要件を満たさないため、原則不認定となります。



子の出生時 P.4◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。

●配偶者及び子どもと被保険者の住民票が同一ではない方 Ⓐ+Ⓑ＋Ⓒ
※ 共働きの配偶者がいる場合、別居の理由によっては被保険者の収入が多くても認定出来ない場合があります。

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本 ※ Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ ①送金証明（1カ月＋今後2カ月の誓約書）＋申立書（別居の理由について）もしくは ②単身赴任証明書 ①か②のいずれか1つ
誓約書は
当組合

ホームページ

申請書一覧
A-26

●海外赴任中に子どもが生まれた場合も、上記に準じて書類をご用意ください。

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 子の続柄は『⾧男、⾧女』など具体的に記入してください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

② 1）共働きの配偶者がいる場合

➡配偶者の源泉徴収票の写し等※ 原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。

※自営業者は確定申告書の写し ※配偶者が当組合の被保険者の場合は不要です。

（収支内訳書または損益計算書を含む）

2）ひとり親の場合
続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

➡被保険者の世帯全員の住民票



退職時【 配偶者 】
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。
◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。

P.5

いずれか１つ

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③被保険者の世帯全員の住民票 続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。
●雇用保険に加入されていた方

離職票1・2の写し：「被扶養者の認定について（離職票確認）」を添付のうえ提出してください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-25

※ハローワークで雇用保険失業給付受給手続き済みの方

➡雇用保険受給資格者証の写し：「被扶養者の認定について（離職票確認）」を添付のうえ提出してください。

◎上記の書類が揃うまでに日数がかかる場合は、誓約書を作成し、退職日がわかるものを添付してご提出ください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-26

●給与以外の収入がある方（営業、不動産、配当・雑所得(年金以外)等）

確定申告書の写し（収支内訳書または損益計算書を含む）（直近のもの）

※自営業者の方は原則、国民健康保険にご加入ください。

※自営業者の方は当組合ホームページ→「解説」→「被扶養者認定に関するQ＆A」→「自営業者の被扶養者認定について」をご確認ください。

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、個人年金等 お住まいの市区町村

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ+Ⓑ＋Ⓒ

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本（婚姻関係の確認のため） ※Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月）もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※ 世帯分離の場合は添付不要です。

●扶養希望の対象者が海外にお住まいの方 Ⓓ+Ⓔ＋Ⓕ

Ⓓ査証（ビザ）

Ⓔ被保険者の家族帯同での海外赴任証明（本人に帯同する場合） 被保険者の勤務先

Ⓕ※学生の場合 : 学生証 または 在学証明書の写し



退職時【 子 】
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。
◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。

P.6

いずれか１つ

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 子の続柄は『⾧男、⾧女』など具体的に記入してください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③被保険者の世帯全員の住民票 続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

④※共働きの配偶者がいる場合

➡配偶者の源泉徴収票の写し等※ 原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。

※自営業者は確定申告書の写し ※配偶者が当組合の被扶養者の場合は不要です。

＋収支内訳書または損益計算書

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。
●雇用保険に加入されていた方

離職票1・2の写し：「被扶養者の認定について（離職票確認）」を添付のうえ提出してください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-25

※ハローワークで雇用保険失業給付受給手続き済みの方

➡雇用保険受給資格者証の写し：「被扶養者の認定について（離職票確認）」を添付のうえ提出してください。

◎上記の書類が揃うまでに日数がかかる場合は、誓約書を作成し、退職日がわかるものを添付してご提出ください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-26

●給与以外の収入がある方（営業、不動産、配当・雑所得(年金以外)等）

確定申告書の写し（収支内訳書または損益計算書を含む）（直近のもの）

※自営業者の方は原則、国民健康保険にご加入ください。

※自営業者の方は当組合ホームページ→「解説」→「被扶養者認定に関するQ＆A」→「自営業者の被扶養者認定について」を

ご確認ください。

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、個人年金等 お住まいの市区町村

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ(+Ⓑ)(＋Ⓒ)

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本 ※Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月）もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※世帯分離の場合は添付不要です。

●扶養希望の対象者が海外にお住まいの方 Ⓓ+Ⓔ＋Ⓕ

Ⓓ査証（ビザ）

Ⓔ被保険者の家族帯同での海外赴任証明（本人に帯同する場合） 被保険者の勤務先

Ⓕ※学生の場合 : 学生証 または 在学証明書の写し



退職時【 父母 】 ◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。 P.7

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 両親の認定希望の場合は、父、母それぞれ必要です。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③共同扶養者の源泉徴収票の写し等 原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。

自営業者は確定申告書の写し ➡被保険者の兄弟、姉妹または同居している共働きの配偶者がいる場合、
その方の収入が確認できる書類が必要です。（収支内訳書または損益計算書を含む）

④被保険者の世帯全員の住民票 続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

⑤所得証明・課税（非課税）証明書

申請時に取得できる最新年度のもの

お住まいの市区町村※両親のうち、どちらかが退職をして扶養認定を希望する場合
➡退職者ではない方の所得証明書が必要です。

（75歳以上で当組合の被扶養者とならない方であっても必要です。）

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。
●雇用保険に加入されていた方

離職票1・2の写し：「被扶養者の認定について（離職票確認）」を添付のうえ提出してください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-25

※ハローワークで雇用保険失業給付受給手続き済みの方

➡雇用保険受給資格者証の写し：「被扶養者の認定について（離職票確認）」を添付のうえ提出してください。

◎上記の書類が揃うまでに日数がかかる場合は、誓約書を作成し、退職日がわかるものを添付してご提出ください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-26

●パート・アルバイト等の収入がある方

パート就業証明書（勤務先で証明印を受けたもの）または 労働契約書写し ＋ 給与明細直近3ヵ月分写し 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ A-24

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、個人年金等

●雇用保険の失業給付受給者の方 ※基本手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

雇用保険受給資格者証の全面写し

●傷病手当金受給者の方 ※手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

傷病手当金支給決定通知書の写し

●給与以外の収入がある方（営業、不動産、配当・雑所得(年金以外)等）

確定申告書の写し（収支内訳書または損益計算書を含む）（直近のもの）

※自営業者の方は原則、国民健康保険にご加入ください。

※自営業者の方は当組合ホームページ→「解説」→「被扶養者認定に関するQ＆A」→「自営業者の被扶養者認定について」を ご確認ください。

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ+Ⓑ（＋Ⓒ） ： 配偶者の両親は別居の場合、扶養対象外です。

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ被保険者の戸籍謄本 （親子関係の確認のため） 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月） もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※ 世帯分離の場合は添付不要です。

●父母が海外にお住まいの方・・・国内居住要件を満たさないため、原則不認定となります。



雇用保険受給終了時【 配偶者 】
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。
◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。 P.8

いずれか１つ

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③被保険者の世帯全員の住民票 続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

④雇用保険受給資格者証の写し 受給終了日の記載があるもの

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を次の書類を添付してご提出ください。

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、個人年金等 お住まいの市区町村

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ+Ⓑ＋Ⓒ

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本 ※Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月）もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※ 世帯分離の場合は添付不要です。

●配偶者が海外にお住まいの方 ⒹⒺⒻのいずれか１つ

Ⓓ査証（ビザ）

Ⓔ被保険者の家族帯同での海外赴任証明（本人に帯同する場合） 被保険者の勤務先

Ⓕ※学生の場合 : 学生証 または 在学証明書の写し



婚姻時
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。

◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。
P.9

いずれか１つ

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

③被保険者の世帯全員の住民票 続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

④所得証明・課税（非課税）証明書
申請時に取得できる最新年度のもの

お住まいの市区町村※配偶者が退職または失業給付受給終了から間もない場合、提出が不要となることも
ありますので、該当の方がいらっしゃるときは組合までご連絡ください。

⑤婚姻日のわかる公的証明書 受理証明書、戸籍謄本等 お住まいの市区町村
※婚姻日から5日以内の申請で、婚姻日での認定を希望される場合、ご提出ください。

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。

●パート・アルバイト等の収入がある方

パート就業証明書（勤務先で証明印を受けたもの）または 労働契約書写し ＋ 給与明細直近3ヵ月分写し 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-24

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 老齢年金、障害年金、遺族年金、企業年金、個人年金等

●雇用保険の失業給付受給者の方 ※基本手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

雇用保険受給資格者証の全面写し

●傷病手当金受給者の方 ※手当日額が3,612円以上（60歳以上または障害者の方は5,000円以上）の場合は受給中の認定はできません。

傷病手当金支給決定通知書の写し

●給与以外の収入がある方（営業、不動産、配当・雑所得(年金以外)等）

確定申告書の写し（収支内訳書または損益計算書を含む）（直近のもの）

※自営業者の方は原則、国民健康保険にご加入ください。

※自営業者の方は当組合ホームページ→「解説」→「被扶養者認定に関するQ＆A」→「自営業者の被扶養者認定について」を

ご確認ください。

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ（+Ⓑ）（＋Ⓒ）

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本 ※Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月） もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※世帯分離の場合は添付不要です。

●配偶者が海外にお住まいの方 ⒹⒺⒻのいずれか１つ

Ⓓ査証（ビザ）

Ⓔ被保険者の家族帯同での海外赴任証明（本人に帯同する場合） 被保険者の勤務先

Ⓕ※学生の場合 : 学生証 または 在学証明書の写し

Ⓖ赴任先で婚姻した場合：婚姻がわかるもの ※ 赴任先で婚姻をした場合は、赴任後日本に定住予定があるなど、日本国内に生活の基礎があることが必要です。



扶養変更（子）
◎被保険者が複数の扶養希望者を同時に申し出される場合、重複する書類は１部ご提出ください。
◎上記書類以外に追加提出していただく場合があります。 P.10

いずれか１つ

提出書類のチェックに
ご利用ください。 必 須 書 類 注意事項 入手先

①被扶養者（異動）届［認定］ 子の続柄は『⾧男、⾧女』など具体的に記入してください。 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-22

②被扶養者の現況書
16歳以上で学生・生徒（夜間を除く）ではない方は全員

当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-23

※学生・生徒であっても、一度就職等社会人経験のある方は必要です。
※離婚に伴う扶養変更の場合、養育費の有無等を申し立ていただく必要があるため、16歳未満

でもご提出ください。

③配偶者の源泉徴収票の写し等※ 原則として、年間収入の多い方の被扶養者となります。
※自営業者は確定申告書の写し ※離婚に伴う扶養変更の場合、収入の比較だけでなく、同居・非同居や養育費の金額等を勘案

して総合的に判断いたします。（収支内訳書または損益計算書を含む）

④被保険者の世帯全員の住民票
19歳以上は全員
続柄記載あり、マイナンバーなし（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村
※離婚に伴う扶養変更の場合、19歳未満でもご提出ください。

⑤所得証明・課税（非課税）証明書 19歳以上は全員（申請時に取得できる最新年度のもの） お住まいの市区町村
⑥学生証 または 在学証明書の写し 高校生以上の学生・生徒は全員（有効期限内のもの）

次の場合は必須書類のほか、扶養希望者ごとに別途追加書類を添付してご提出ください。

●パート・アルバイト等の収入がある方

パート就業証明書（勤務先で証明印を受けたもの）または 労働契約書写し ＋ 給与明細直近3ヵ月分写し 当組合
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申請書一覧
A-24

●年金受給者の方

受給されている全ての年金振込通知書の写し（直近のもの）: 障害年金等

●被保険者と住民票が同一ではない方（別居、世帯分離等） Ⓐ（+Ⓑ）(＋Ⓒ）

Ⓐ扶養希望者の世帯全員の住民票（続柄・筆頭者記載あり、マイナンバーなし）（直近３カ月以内に発行のもの） お住まいの市区町村

Ⓑ扶養希望者または被保険者の戸籍謄本 ※Ⓐの住民票に記載されている戸籍の筆頭者が被保険者の場合は、添付不要です。 本籍地の市区町村

Ⓒ送金証明（直近３カ月）もしくは 単身赴任証明書 いずれか１つ ※通学による別居の場合は添付不要です。

●子が海外にお住まいの方 ⒹⒺのいずれか１つ

Ⓓ査証（ビザ）

Ⓔ※学生の場合 : 学生証 または 在学証明書の写し



印刷製本包装機械健保 検索

➂
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P.11


